
「横浜市立脳卒中・神経脊椎センター診療費未収債権回収業務」 

公募型指名競争入札に関する質問回答書 

 

 

番号 質問事項 回答 

１ 仕様書記載４について、ご教示

ください。 

（１）初回委託予定債権の件数、

金額 

（２）追加委託の可能性がある債

権の件数、金額 

（３）未収発生からの期間 

（１）現時点では、約 90 件、約

8,700 千円です。 

（２）現時点では、約４件、約 400

千円です。 

（３）現時点では、１年～３年未

満が７割、３年～５年未満が２割、

１年未満と５年以上経過している

債権が１割程度です。 

２ 仕様書記載７（１）エの住民票

の取得について、「原則 30,000 円

以上」と記載がありますが、「弁護

士判断で取得」に協議可能でしょ

うか。 

「原則 30,000 円以上」について

は、原則遵守となります。 



３ 仕様書記載７（２）アについて、

文書通知や、架電の回数を「弁護

士判断で実施」に協議可能でしょ

うか。 

仕様書記載７（２）アのとおり、

「最低回数（文書 4 回・架電 5 回）」

は原則遵守となります。 

４  仕様書記載７（６）について、

報告書類に、指定の様式はありま

すでしょうか。指定の様式がある

場合は、事前に確認することは可

能でしょうか。もしくは、受注者

側の様式でよろしいでしょうか。 

受注者の様式で構いませんが、入

金日付、債務者名、ID、受任額、回

収金額、未収残額、受任日、終了日、

督促状況が分かるようにしてくだ

さい。 

５  仕様書記載８について、ご教示

ください。 

（１）納入通知書につきまして

は、ひと月にまとめての 1 枚か、

債務者様毎に 1 枚か、債務者様の

月毎に 1 枚かをご教示ください。 

（２）「指定された期限」の詳細

の期日をご教示ください。 

 （１）月ごとにまとめて 1 枚です。 

 （２）納入通知書送付日より概ね

14 日以内です。 


